
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナ免許証」がはじまります 

 

◆マイナンバーカードと運転免許証が一体化 

 2025年３月 24日から、マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が開

始されます。 

 一体化の手続きができる施設は一体化のみを行うのか免許更新と併せて行うかなどにより異な

ります。予約方法も手続内容により異なりますので警視庁ホームページなどで確認しましょう。 

 

◆一体化後の保有形態 

 運転免許証のみを保有、今の運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有、マイナ免許証と

運転免許証の２枚を保有、のいずれも可能です。 

 ただしマイナ免許証のみの場合は、国外運転免許証を申請する際に、渡航先の国により従来の

運転免許証が必要になる場合があります。 

 

◆マイナ免許証のメリット 

 マイナ免許証を保有していている人が必要な手続きを行うと、更新の際に受講する講習をオン

ラインで受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。 

更新手数料は、運転免許証のみは 2,850円、マイナ免許証のみは 2,100円、２枚所持は 2,950

円です。講習手数料は、会場受講の場合、優良 500円、一般 800円に対し、オンライン受講は

200円です。 

 また、マイナ免許証のみを保有している人が必要な手続きを行うと、本籍・住所・氏名および

生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。 

 

◆注意事項 

 マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上は 10年、18歳未満は５年とされていますが、マ

イナ免許証の有効期間は異なります。この有効期間はマイナンバーカードの券面には表記され

ず、マイナポータル等で確認するため、失効に注意が必要です。 

【警視庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」】 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html#cmsEAC08 
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４月から教育訓練を受けると基本手当の給付制限が解除されます 

 

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受

給資格決定日から７日間の待期期間満了後１～３か月間は基本手当を支給されません（「給付制

限」といいます）。 

令和７年４月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた（受けている）場合、給付制

限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。 

 

◆給付制限が解除され基本手当を受給できる方 

次のいずれかの教育訓練等（令和７年４月１日以降に受講を開始したものに限る）を離職日前

１年以内に受けた方（途中退校は該当しません）または離職日以後に受けている方 

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練 

② 公共職業訓練等 

③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練 

④ ①～③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練 

 

◆給付制限解除のイメージ 

離職前１年以内に教育訓練等を受けたことがある場合は、待期満了後から給付制限が解除され

ます。離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以降給付制限を受けないことになりま

す。 

 

◆教育訓練等を受けた（受けている）場合の申し出 

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日（初回認定日以降に受講を開始

した場合は、その受講開始日の直後の認定日）までに申し出る必要があります。 

給付制限期間が２か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始

する場合には、申し出の期限に注意が必要です。 

① 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合は、受講開始日直後の「失業認定

日に相当する日」までに申し出をする必要があります。 

② 「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合は、「給付

制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。 

【厚生労働省「令和７年４月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を

受給できます」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001428133.pdf 
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厚生労働省が「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました 

 

◆日本における男女間賃金差異 

 日本における男女間の賃金格差は長期的にみると縮小傾向にありますが、それでも国際的にみ

るといまだに大きいというのが現状です。具体的にいうと、男性のフルタイム労働者の賃金の中

央値を 100とした場合の女性のフルタイム労働者の賃金の中央値は、日本は 78.7であるのに対

し、ＯＥＣＤ諸国の平均値は 88.4となっています（「男女共同参画白書 令和６年版」より）。 

 

◆政府の施策 

 こうした状況に対処するため、政府は法制度の改正や資料の作成、情報発信などを行っていま

す。令和４年７月８日には、女性活躍推進法に関する制度改正が行われ、常時雇用する労働者が

301人以上の一般事業主に対して「男女の賃金の差異」の公表が義務づけられました（当該項目

は新設の開示項目）。なお、開示対象企業を、非上場を含む従業員数 101人以上の企業とするこ

とが検討されています。 

 

◆「男女間賃金差異分析ツール」 

 政府は３月３日、企業における男女間賃金差異の課題・要因分析を支援するため、簡易な要因

分析ツールである「男女間賃金差異分析ツール」を公表しました。同ツールは Excelで作成され

ており、厚生労働省のホームページからダウンロードすることで利用できます。画面の指示に沿

って自社の従業員の給与情報等を入力することで、男女間の賃金差異、その要因に関する数値、

同業他社との平均値の比較などを分析することができます。ほかにも、役職を持つ女性の割合や

勤続年数についての分析もできます。また、「活用パンフレット」も公表されており、分析結果

に基づく課題別の目標・取組みの設定方法や、「一般事業主行動計画」への活用方法などが解説

されています。 

 

 厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ」には、関連する制度改正や政府の取組み・好事例

集などがまとめられているので参考になります。また分析ツールは Excelですぐにダウンロード

でき、数値を入力していくことで自動的に分析ができるので是非試しに利用してみるとよいでし

ょう。 

【厚生労働省「「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53416.html 

【厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 
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東京都がカスハラ防止のための団体共通マニュアルを公表しています 

 

◆カスハラ問題に対処する新たなマニュアル 

東京都が「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル（業界マニュアル作

成のための手引）」を公表しました。これは、各業界団体において、その業界独自のマニュアル

を作成する場合に盛り込むべき共通事項および作成上のポイントをまとめたものです。都内の事

業者以外にも参考となる内容ですので、ご紹介します。 

 

◆主な内容 

① 総論：マニュアルづくりに必要な基本事項として、基本方針やカスハラの定義を定めるとと

もに、業界で見られる迷惑行為、業界特有の事情・背景を盛り込みます。そのために、アンケ

ート調査等を行うのも効果的です。 

② 未然防止：カスハラの未然防止が最も大切です。そのためにも、顧客との良好な関係づくり

についての啓発、相談体制の整備、クレームへの初期対応の検討、教育・研修の実施などに取

り組むことを挙げています。 

③ 発生時の対応：カスハラの判断基準をつくり、あらゆる場面に備えます。場面別の対応方針

や、顧客対応の中止、警察との連携について検討します。 

④ 発生後の対応：カスハラを受けた方のケアを最優先し、再発防止に取り組みます。組織とし

て対応することが重要です。顧客等の出入禁止についても方針を定めます。 

⑤ 企業間取引：企業間取引を背景としたカスハラにも要注意です。社員がカスハラの被害者・

加害者となる可能性を念頭に、企業間で連携して対処することが必要です。 

 

このマニュアルには、上記についての具体的手法のほか、取組状況の確認に使えるチェックシ

ート等も掲載されています。東京都のウェブサイト「ＴＯＫＹＯはたらくネット」からダウンロ

ード可能です。詳細については、以下のホームページをご参照ください。 

【東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」】 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/index.html 

 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/index.html

